
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総合計画とは 

 総合計画とは、当市のめざすべき姿とその実現に

向けた施策全般にわたる方向を示す、市政の最も根

幹となる最上位計画です。 

 当市では、現行の第７次八戸市総合計画が令和８

（２０２６）年度に最終年次を迎えることから、令

和７（２０２５）年度、令和８（２０２６）年度の

２年間で、令和９（２０２７）年度を初年度とする

新しい総合計画を策定する予定です。 

八戸市の新しい総合計画を策定するに当たり、策定委員会の委員
を公募します！ 
新しい八戸市の総合計画を一緒につくってみませんか？ 

応募方法 

３名以内 （委員総数 ４０名以内） 

８/６(水)から９/８(月)17時まで(必着) 

応募申込書に必要事項を記入の上、 

「これからの八戸市のまちづくり」に関する意見・

提案等（800字程度）を添えて応募してください。 

お問い合わせ 

（応募先） 

八戸市 総合政策部 政策推進課 政策推進グループ 
 ■ 住 所  〒031-8686 八戸市内丸一丁目１番１号 
 ■ 電 話  43-9233（直通） 
 ■ ＦＡＸ  47-1485 
 ■ Ｅメール  seisaku@city.hachinohe.aomori.jp 

≪詳しくは、裏面又は市ホームページをご覧ください≫ 

募集期間 

募集人数 

■策定委員会とは 

策定委員会は、40 名以内の委員で構成さ

れ、市政運営の将来ビジョン等を記載する総

合計画について検討し、市長に計画案を提出

します。 

 

八戸市総合計画策定委員会 

※郵送、持参、ＦＡＸ、電子メールにより、政策推進課（市庁本館４階） 
まで提出してください。 



① 募集委員数 ３名以内 

② 募集期間 令和７年８月６日（水） から ９月８日（月）17 時まで（必着） 

③ 委員の任期 
委嘱状交付日～令和８年 12 月頃まで  

（令和７年 10 月上旬頃に委嘱予定） 

④ 会議の開催回数 会議は、令和７年度は２回程度、令和８年度は４回程度の開催予定です。 

⑤ 報酬 １回の出席につき 8,800 円（税込）。交通費は支給しません。 

⑥ 応募方法 

別に定める応募申込書に必要事項を記入し、郵送・持参・FAX・電子

メールによりてご提出ください。 

また、その際、「これからの八戸市のまちづくり」に関する意見・提案

等を 800 字程度の文章にまとめ、合わせて提出してください。 

応募先：〒031-8686  

八戸市内丸１－１－１ 総合政策部 政策推進課 

応募申込書は、政策推進課窓口、市庁本館・別館案内、 

南郷事務所、各公民館・市民サービスセンターで 

差し上げています。 

また、市ホームページ※からダウンロードできます。 

※ 八戸市トップページ 〉八戸市の紹介 〉 

情報公開 〉附属機関 委員公募 〉 

八戸市総合計画策定委員会の委員募集 

⑦ 選考方法 書類選考（必要に応じて面接等を行う場合もあります。） 

⑧ 選考結果 
応募者全員に文書でお知らせします。 

⑨ 応募書類等 

の取扱い 

受付した応募書類等は返却しないものとし、 

当委員会の公募以外の目的には使用しません。 

  


